
 

情報通信審議会 情報通信技術分科会（第１５８回）議事録 

 

１ 日時 令和３年９月２８日（火）１４：３０～１５：５４ 

 

２ 場所 Ｗｅｂ会議による開催 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

尾家 祐二（分科会長）、安藤 真（分科会長代理）、石井 夏生利、 

伊丹 誠、江﨑 浩、大島 まり、上條 由紀子、國領 二郎、 

三瓶 政一、高橋 利枝、長谷山 美紀、平野 愛弓、増田 悦子、 

森川 博之（以上１４名） 

 

（２）専門委員（敬称略） 

   相田 仁（以上１名） 

（３）総務省 

＜国際戦略局＞ 

田原 康生（国際戦略局長）、藤野 克（官房審議官）、 

新田 隆夫（技術政策課長）、山口 典史（通信規格課長） 

＜総合通信基盤局＞ 

   二宮 清治（総合通信基盤局長） 

  ・電気通信事業部  

   北林 大昌（電気通信事業部長）、 

古賀 康之（電気通信技術システム課長）、 

梶原 亮（電気通信技術システム課課長補佐） 

・電波部 

野﨑 雅稔（電波部長）、荻原 直彦（電波政策課長）、 

小津 敦（基幹・衛星移動通信課長）、 

羽多野 一磨（基幹・衛星移動通信課課長補佐）、 

翁長 久（移動通信課長）、加藤 智之（移動通信課課長補佐） 

（４）事務局 

  成田 隆（情報流通行政局総務課総合通信管理室長） 



 

 

４ 議 題 

(1) 答申案件 

① 「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」の 

うち「IoTの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」について 

                              【平成17年10月31日付け諮問第2020号】 

② 「非静止衛星を利用する移動衛星通信システムの技術的条件」のうち 

「高度1200kmの極軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非

静止衛星通信システムの技術的条件」について 

【平成７年９月25日付け諮問第82号】 

(2) 報告案件 

① 「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち 

    「920MHz帯小電力無線システムの広帯域化に係る技術的条件」の 

検討開始について 

② 国際電気通信連合電気通信標準化局長への立候補について 
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開  会 

 

○尾家分科会長  皆さん、こんにちは。それでは、ただいまから情報通信審議会、第１

５８回情報通信技術分科会を開催いたします。 

 現時点で委員１５名中１１名が現在、御出席です。定足数を満たしております。 

 ウェブ会議となりますので、皆様、御発言の際はマイク及びカメラをオンにして、名

前を名のっていただきまして御発言をお願いいたします。 

 また、本日の会議の傍聴につきましては、ウェブ会議システムによる音声のみでの傍

聴とさせていただいております。 

 それでは、初めに、先日、総務省幹部の皆様に人事異動があったと伺っております。

事務局から御紹介いただけるとのことですので、よろしくお願いします。 

○成田総合通信管理室長  それでは、本会議に出席しております、異動がございました

幹部職員につきまして、順次、御紹介させていただきます。一言ずつ、御挨拶をお願い

いたします。 

 国際戦略局関係でございます。まず、田原国際戦略局長です。 

○田原国際戦略局長  ７月に国際戦略局長に就きました、田原でございます。尾家先生

をはじめ、大変いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。 

○成田総合通信管理室長  続きまして、新田技術政策課長です。 

○新田技術政策課長  同じく、７月１日付で技術政策課長を拝命いたしました、新田と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○成田総合通信管理室長  続きまして、山口通信規格課長です。 

○山口通信規格課長  通信規格課長を拝命しています、山口典史でございます。よろし

くお願いいたします。 

○成田総合通信管理室長  総合通信基盤局関係でございます。二宮総合通信基盤局長で

す。 

○二宮総合通信基盤局長  総合通信基盤局長、二宮でございます。よろしくお願い申し

上げます。 

○成田総合通信管理室長  北林電気通信部長でございます。 

○北林電気通信事業部長  電気通信事業部長の北林です。どうぞよろしくお願いします。 
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○成田総合通信管理室長  野﨑電波部長です。 

○野﨑電波部長  電波部長の野﨑と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○成田総合通信管理室長  古賀電気通信技術システム課長です。 

○古賀電気通信システム課長  ７月に着任いたしました、電気通信技術システム課長の

古賀と申します。よろしくお願いいたします。 

○成田総合通信管理室長  荻原電波政策課長です。 

○荻原電波政策課長  電波政策課長の荻原と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○成田総合通信管理室長  最後になりますが、小津基幹・衛星通信移動課長です。 

○小津基幹・衛星移動通信課長  基幹・衛星移動通信課の課長をしております、小津と

言います。よろしくお願いいたします。 

○成田総合通信管理室長  以上でございます。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。 

 

議  題 

 

答申案件 

①「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち

「ＩｏＴの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」について 

【平成１７年１０月３１日付け諮問第２０２０号】 

 

○尾家分科会長  それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと

思います。 

 本日の議題は、答申案件が２件、そして、報告事項が２件でございます。 

 まず初めに、諮問第２０２０号「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係

る技術的条件」のうち「ＩｏＴの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」につ

いて、ＩＰネットワーク設備委員会主査の相田専門委員から御説明をお願いいたします。

 相田先生、お願いします。 

○相田専門委員  ただいま御紹介いただきました、ＩＰネットワーク設備委員会の主査

を仰せつかっております、相田でございます。それでは、資料１５８－１－１と１５８
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－１－２を使いまして、第５次報告の概要について御紹介させていただきます。資料１

５８－１－１を１枚おめくりいただきまして、１ページ目を御覧ください。 

 ＩＰネットワーク設備委員会では、ＩｏＴの普及に対応した電気通信設備に係る技術

的条件につきまして、平成２９年１２月から検討を行ってまいりまして、平成３０年９

月に第１次、令和元年５月に第２次、令和２年３月に第３次、令和２年１１月に第４次

検討の結果をそれぞれ御報告し、一部答申をいただきました。今回の第５次検討では、

サイバー攻撃等のリスクの深刻化や仮想化・ソフトウェア化等による情報通信ネットワ

ークを取り巻く環境の変化を踏まえまして、事故報告・検証制度の在り方に関する検討

を主に行ってまいりました。 

 体制といたしましては、ＩＰネットワーク設備委員会の下に、事故報告・検証制度等

タスクフォースを設置いたしまして、本年３月から検討を行ってまいりました。タスク

フォースの構成につきましては、資料１５８－１－２の９３ページ、別表２に構成員の

名簿がございますので、御参照いただければと思います。タスクフォースの検討結果に

基づきまして、本年６月に案として取りまとめ、７月９日から８月１０日まで、パブリ

ックコメントを行っております。 

 次に、検討の方向性につきまして、説明させていただきます。先ほどの資料１５８－

１－１の１ページ目の下側、従来からＰＤＣＡサイクルということがよく言われてきた

わけでございますけれども、昨今の情勢を踏まえますと、これに加えてＯＯＤＡループ、

オブザーブ、オリエント、ディサイド、アクトの略でございますけれども、ＰＤＣＡサ

イクルは自分で設計して、その設計どおりにうまくいっているかどうかを検証していく

というループであるのに対しまして、こちらは、周りの状況が短期的にどんどん変化す

る状況に対応していくときの意思決定の考え方として言われているものでございます。

このＯＯＤＡループの機能の強化と、重大なリスクに関するリスクアセスメント機能の

強化の観点から、主にここに挙げてある、４点につきまして検討を行ってまいりました。 

 １点目が、重要インフラ向け通信サービス・ネットワークに関する報告制度の在り方、

２点目が、リスクが顕在化したアクシデントではなく、その兆候段階、いわゆるヒヤリ

ハット段階における事態に関する報告制度の在り方、３点目が、電気通信事故検証会議

の機能強化による第三者機関の在り方、４点目が、自然災害やサイバー攻撃を原因とす

る通信事故の報告制度の在り方でございます。 

 １ページおめくりいただきまして、２ページ目でございますけれども、通信事故の報
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告・検証制度の見直しに関する基本的な考え方について御説明させていただきます。先

ほど申し上げましたように、通信サービス・ネットワークの安全・信頼性対策の継続的

な改善を図るＰＤＣＡサイクルがあるわけでございますけれども、これはＯＯＤＡルー

プ的な対応による重大事故の報告制度と、電気通信事故検証会議による重大事故の検証

制度から構築されていると考えることができまして、そのＯＯＤＡループ機能のほうを

強化する、特にリスクアセスメント機能の強化を図っていくことが重要と位置づけてご

ざいます。 

 続きまして、３ページ目になりますけれども、２０２０年代半ばにおける通信サービ

ス・ネットワークについて、情報通信ネットワークの構造が複雑化しているということ

をモデル図で示したものでございますけれども、アナログ時代からＩＰ時代、そしてネ

ットワークの仮想化時代と分けて書いてございます。電気通信設備のソフトウェア化・

仮想化が進展するとともに、通信サービスは音声や映像にとどまらず、農業や医療をは

じめとする様々なアプリケーションに今や不可欠なものとなってきているということ

で、通信サービスが国民の社会経済活動に影響する範囲が大きく拡大しており、情報通

信ネットワークの提供構造の複雑化も踏まえ、電気通信事故の報告・検証制度について

も、時代に即して見直していく必要があるということのバックグラウンドでございます。 

 続きまして、４ページ目でございますけれども、電気通信事故の報告・検証制度の見

直しに関するポイントについて、御説明させていただきます。想定されるリスクを低減

していくため、先ほど申し上げました、ＯＯＤＡループの機能の強化と、リスクアセス

メント機能の強化というものを取り上げてございます。ＯＯＤＡループ機能の強化につ

きましては、①と書かれているところから順になりますけれども、重要インフラ向け通

信サービス・ネットワークに関する報告制度の在り方、②のインシデント、事故の兆候

段階の事態に関する報告制度の在り方、それから、④の自然災害やサイバー攻撃に関す

る報告制度について検討を行ってまいりました。一方、リスクアセスメント機能の強化

につきましては、③の電気通信事故検証会議の機能強化による第三者機関の在り方につ

いて検討を行ってまいりました。 

 １点目、重要インフラ向けサービス・ネットワークに関する報告制度の在り方につき

まして、次の５ページ目に書いておりますけれども、最近の動向といたしまして、通信

事故から波及する重要インフラサービスの障害やクラウドサービス障害を原因とする

通信事故が発生していることを踏まえて、報告制度の見直しについて検討を行ってまい
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りました。具体的には、通信サービスが重要インフラで用いられていて、通信サービス

が止まってしまうと、重要インフラも止まってしまうというときに、事故の規模という

ものをどう考えるかがあまり明確ではなかったということで、基本的な考え方の提示や

報告事項の追加等が必要であるということを挙げてございます。また、通信サービスの

ソフトが実際にはクラウドサービスの上で動いていて、その障害により通信サービスが

止まってしまう場合の通信事故の考え方について、ガイドラインによって明確化してい

くこととしております。 

 続きまして、２点目、インシデント、事故の兆候段階に関する報告制度の在り方につ

いて、御説明させていただきます。従来ですと、実際に通信サービスが停止することを

もって、事故として取り扱ってきたわけでございますけれども、通信設備に関する情報

がサイバー攻撃により漏えいして、重要インフラ分野の事業者に提供される通信サービ

スが利用できなくなるおそれがあるという、先ほど申しました、いわゆるヒヤリハット

のような重大なインシデントが発生したケースがあるということでございまして、この

ような事故の兆候段階と言えるような事態についても報告を求めていくことが適当と

しているものでございます。 

 続きまして、６ページ目に３点目が書かれておりますけれども、電気通信事故検証会

議の機能強化による第三者機関の在り方について、電気通信事故検証会議につきまして

は、２０１５年から開催しておりまして、報告された事故の実態把握や原因分析を行い、

得られた教訓等を事業者間で共有することで、事故の未然防止や被害軽減に役立てるな

ど、一定の意義・成果が得られているところでございますけれども、事故検証会議の立

場としては責任追及をする場ではなく、他の事業者に役立ててもらうというスタンスで

いるところではございますが、サポートする事務局の体制が、必ずしもそれをきちんと

反映した状況になっていないということで、今後は原因究明やリスクアセスメントにお

ける公平性や実効性を確保していくため、電気通信事故検証会議のさらなる機能強化を

図っていくべきであるとしてございます。また、事故調査を通じたリスクアセスメント

の結果につきましては、既に報告書として公表しているところでございますけれども、

通信事業者における教訓などへの貢献が期待できるとしているところでございます。 

 最後、４点目でございますが、自然災害やサイバー攻撃を原因とする通信事故の報告

制度の在り方につきましては、大規模な自然災害による通信障害の広域化・長期化やサ

イバー攻撃の巧妙化・悪質化に対応するため、自然災害時における被害状況の報告制度
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の創設でありますとか、サイバー攻撃につきましては、実際にそういう攻撃が起きてい

たということに気がつくのが、攻撃があってから時間がたっているケースもあるという

ことで、報告期限の柔軟化をするというような所要の制度整備が必要であるということ

で、報告書では挙げております。 

 最後に、７ページ目、今後の対応でございますけれども、積み残ししているものとい

たしまして、電気通信事業法が改正による外国企業等への域外適用ですとか、あるいは

ブロードバンドサービスのユニバーサルサービス化といったものが、検討されていると

いうことでございますので、それらに関連した報告制度につきまして、今後また引き続

き、検討、見直しを行っていく必要性について、記載しているということでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○尾家分科会長  ありがとうございました。ただいま御説明いただきました件に関しま

して、何か御意見、御質問などございませんでしょうか。 

 今回の件は、今、御説明いただきました資料の４ページにありますようなＯＯＤＡル

ープ機能の強化と、リスクアセスメント機能の強化に関連して、５ページと６ページの

１、２、３、４を答申していただくということだと理解しています。 

 何か御質問ございませんか。三瓶先生、お願いします。 

○三瓶委員  三瓶です。今回の報告案というのは、電気通信事業を対象としているとい

うことでよろしいかと思うのですけども、例えば、現在もローカル５Ｇとか、ローカル

５Ｇは自営通信ですけども、あるいはプライベート５Ｇというのは公衆通信の電波を使

いながらローカル５Ｇライクのサービスをやるとか、その辺がだんだん複合的になって

くるという意味で、今までは電気通信事業でやっていたものをプライベートで、ほぼ同

等なものをやるというときも、例えば完全にローカル５Ｇでネットワークを組まれてい

るものだけであれば、今回の提案というのは適用されないということなのかということ

と、逆に一部混在している場合はどうなのかというところが疑問になるのですけども、

その辺りはどうなのでしょうか。 

○相田専門委員  今回、この答申に直接関係する部分は電気通信事業者に関するもので

ございますけれども、従来からネットワークをオペレートする事業者に守っていただき

たい内容を情報通信ネットワーク安全・信頼性基準として公表しておりまして、強制力

のあるものではありませんが、この中には必ずしも事業者だけではなくて自営網に適用

される項目というものも挙げてございます。 
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 それからローカル５Ｇであったとしても、外に出たときには同じ端末で通信ができる

ようにするということになりますと、少なくともＳＩＭの認証等々という部分では出て

くることになるかと思いますので、その場合には、電気通信事業者としての扱いになる

のかなというところで、私も正確なところが分かりませんので、事務局のほうから補足

いただければと思います。 

○梶原電気通信技術システム課課長補佐  事務局でございます。電気通信事業法の枠組

みでございますので、先ほど相田専門委員から御説明いただいたとおり、電気通信事業

者が対象となるということが基本になってまいります。 

 今後、プライベート５Ｇ等、複合的になってきたときに、どのように扱っていくかは、

基本的には、自営網で閉じているものであれば電気通信事業法の適用はないですし、ま

た、ユーザーと直接相対する事業者が電気通信事業法の適用を受ける中で、バックグラ

ウンドで使っているようなローカル５Ｇ等も考慮していくという形になるかと思いま

す。 

○三瓶委員  分かりました。 

○尾家分科会長  よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、石井委員、お願いいたします。 

○石井委員  大変分かりやすい御説明いただきまして、ありがとうございます。私のほ

うから２点、お伺いできればと思います。 

 通信サービス・ネットワークのイメージ図のうち、３ページのところで、アナログ時

代からＩＰ時代、ネットワーク仮想化時代に向けて、ネットワークの仕組みが一層複雑

化していくというような御説明があったかと思います。それに伴いまして、４ページ目

を拝見しますと、ＯＯＤＡループ機能の強化ですとかリスクアセスメント機能の強化の

ところで、セキュリティのマネジメント自体も複雑化していくことになるのか、という

点についてお聞きできればというのが１点です。 

 もう１点、細かい点ですけれども、報告制度のＤＸ化という言葉が資料の中で出てき

ていますが、ＤＸ化のＤＸというのは、ダッシュボード機能などを備えることを、ここ

ではＤＸとおっしゃっているのかという点です。行政手続の電子化やシステムの標準化

など、ＤＸについては、いろいろな文脈で議論されているところではありますので、そ

の点について、確認させていただければと思います。 

 以上です。 
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○相田専門委員  これについても、事務局のほうからお答えいただけますか。 

○梶原電気通信技術システム課課長補佐  事務局でございます。１点目の御質問につい

て、セキュリティのマネジメントも複雑になってくるということになろうかと思います。 

 また、報告制度のＤＸ化について、事業者でなるべく手間をかけずに報告していただ

くような機能を備えていくということをＤＸ化と呼んでおりまして、その中の機能の例

示として、ダッシュボード機能などが考えられるという位置づけになってございます。 

○石井委員  ありがとうございます。追加でもう１点だけ、今の点、お聞きしたいので

すが、よろしいでしょうか。 

 セキュリティのマネジメント自体も複雑化していくという話ですけれども、そのマネ

ジメントをうまく動かしていくための工夫といった部分も、課題としては今後、検討し

ないといけなくなるという話でしょうか。 

○梶原電気通信技術システム課課長補佐  今回は事故報告制度ですので、直接のスコー

プではないですけれども、セキュリティのマネジメントも時代に即した形で見直してい

く必要があると思っております。設備に関する規律の内容でしたら、ＩＰネットワーク

設備委員会で検討を行っていく必要があると考えております。 

○石井委員  ありがとうございます。 

○相田専門委員  私から補足させていただきますと、別途、電気通信事業ガバナンス検

討会というものが開催されており、そこでもセキュリティ確保体制等について議論が行

われております。 

○石井委員  ありがとうございます。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。そのほか何か御質問ございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 それでは、もしほかに意見がないようでしたら、定足数を満たしておりますので、本

件は答申書案、資料１５８－１－３のとおり一部答申したいと思いますが、いかがでし

ょうか。御異議がある場合は、チャット機能でお申出いただければと思います。 

（異議の申出なし） 

○尾家分科会長  ありがとうございます。それでは、ないようですので、資料１５８－

１－３の答申書案のとおり、答申することといたします。 

 相田先生、どうもありがとうございました。 

○相田専門委員  ありがとうございました。 
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○尾家分科会長  それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の

対応について御説明を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 

○二宮総合通信基盤局長  総合通信基盤局長の二宮でございます。 

 本日は、ＩｏＴの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件につきまして、一部

答申を取りまとめていただきまして、誠にありがとうございます。 

 電気通信事業法上の事故報告・検証制度の見直しに向けた今回の一部答申は、安心・

安全で信頼できる情報通信ネットワークの確保につながるものと考えております。総務

省におきましては、本日の一部答申を受けまして、デジタル社会における安心・安全で

信頼できる通信サービス・ネットワークの確保のため、電気通信事業報告規則の改正な

ど必要な制度整備を速やかに進めるとともに、関係者の取組を促進してまいります。 

 尾家分科会長、ＩＰネットワーク設備委員会の相田主査、事故報告・検証制度等タス

クフォースの内田主任をはじめ、委員、専門委員、タスクフォース構成員の皆様方には、

重ねて御礼を申し上げます。今後とも情報通信行政に対する御指導を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。御審議いただき誠にありがとうございました。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。 

 

答申案件 

②「非静止衛星を利用する移動衛星通信システムの技術的条件」のうち「高度１

２００ｋｍの極軌道を利用する衛星コンステレーションによるＫｕ帯非静止衛

星通信システムの技術的条件について」 

【平成７年９月２５日付け諮問第８２号】 

 

○尾家分科会長  それでは、続きまして、諮問第８２号「非静止衛星を利用する移動衛

星通信システムの技術的条件」のうち、「高度１,２００キロメートル極軌道を利用する

衛星コンステレーションによるＫｕ帯非静止衛星通信システムの技術的諸条件につい

て」衛星通信システム委員会主査の安藤委員から御説明をお願いいたします。 

 安藤先生、お願いします。 

○安藤分科会長代理  安藤です。それでは、衛星通信システム委員会の安藤です。衛星

通信システム委員会で取りまとめました、高度１,２００キロメートルの極軌道を利用

する衛星コンステレーションによるＫｕ帯非静止衛星通信システムの技術的条件につ
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いて、御説明いたします。 

 この案件は、実は検討が開始されたのは平成２９年の６月です。それから、３年弱の

審議を経て、平成２年の２月には一応報告書の形として、パブリックコメントも終えて

まとまってはおりましたが、経済状況の変化等もありまして、少し作業を停止していま

した。再び計画が動き出したのが令和３年の８月ということで、今日、御報告するもの

です。報告書の本体が資料１５８－２－２で、これは厚いですので、資料１５８－２－

１の概要を使って御説明申し上げます。 

 １ページ目をお開きください。検討の背景とコンステレーションのイメージが書いて

あります。近年、小型の衛星を使って打ち上げコストを下げまして、たくさんの数の衛

星で地球を覆う、いわゆる「コンステレーション」が実用化の域に入ってきました。コ

ンステレーションを構築して、様々な通信サービスを提供する動きが、複数出てきてい

ます。高度１,２００キロメートルの極軌道を利用する衛星コンステレーションによる

Ｋｕ帯非静止衛星通信システムについては、令和４年にサービスを開始という計画で予

定が進んでいます。我が国においても、このシステムを使えるように導入の準備をして

いるところです。 

 このシステムは、左下のイメージのように、約６００機の衛星を配置することで、日

本も含む世界全域を対象としてブロードバンドサービスを提供することを予定してい

るものです。周波数帯としては、この図の真ん中にありますけれども、サービスリンク

としては１０.７～１２.７ＧＨｚ、それから１４～１４.５ＧＨｚのＫｕ帯を使います。

フィーダリンクとしては、日本に局は２つぐらいしか設置されませんが、１８ＧＨｚ帯

と、２８～３０ＧＨｚ帯のいわゆるＫａ帯を使うものです。サービスリンクの地球局は

全て、フィーダリンクの地球局によって送信の周波数や電力などが制御される仕組みに

なっています。右側に書いてあります絵は、衛星が放射するビームですが、１６個のビ

ームを各衛星から放射して、複数の衛星がビームをオーバーラップさせてカバーをする

と、カバレッジをつくっているというものです。それぞれのビームは、実は周波数が異

なるもので、差別化をして放射されるものです。 

 ２ページ目を御覧ください。本システムの利用シーンと端末の例について記載してい

ます。実際の利用イメージとしては、陸上では法人、官公庁等との災害時のバックアッ

プ回線や携帯電話基地局のバックホールとしての活用が考えられています。また、ユー

ザーの端末として、船舶や航空機に搭載した機器で利用することも考えています。本シ
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ステムで使用するユーザー地球局のアンテナは、直径約９０～１２０ｃｍのパラボラア

ンテナ、それから長辺５０～１５０ｃｍのフェーズドアレイ・アンテナなども例があり、

機械追尾と電子追尾を使い分けています。通信速度はダウンリンクで最大１９５Ｍｂｐ

ｓ、アップリンクで最大で３３Ｍｂｐｓが見込まれています。 

 資料の３ページ目を御覧ください。無線通信の国際的規則である無線通信規則におい

て、このような非静止衛星システムは、静止衛星網へ許容し得ない混信を生じてはいけ

ないと決まっております。この規定を遵守するために、本システムでは静止衛星向けの

方向と本システムのビーム角度の差が小さくなる場合、つまり移動する衛星の位置によ

りビームの方向が重なるようなエリアに対しては、他の衛星を割り当てる、特別なしく

みを駆使します。プログレッシブピッチというもので、ちょうどそういう位置関係にあ

るような衛星は、ほかの衛星にバトンを渡しまして、角度を変えて当該の場所を照らす

ような形になります。静止衛星とのビームの離角が小さくなるエリア、これは赤道の近

くですが、当該の非静止衛星はビームを止めまして、そのほかの衛星が斜めに電波を放

射して、このエリアのカバーを行うというものです。 

 資料の４ページ目を御覧ください。こちらのページからは具体的な周波数の共用検討

の結果となります。まずはユーザー端末と人工衛星の通信であるサービスリンクに使用

されるＫｕ帯の共用検討結果について説明します。サービスリンクで使用する周波数帯

は、具体的には、宇宙から地球方向が１０.７～１２.７ＧＨｚ、地球から宇宙方向が１

４～１４.５ＧＨｚとなります。我が国における、これらの周波数の使用状況は下に示す

図のようになっています。このうち、共用検討が必要なものは右の表に、ａ、ｂ、ｃ、

ｄ、ｅで示す、５つの対象が考えられます。共用検討に当たりましては、欧州の郵便電

気通信主管長会議においても類似の検討が行われていますので、こちらを参照できるも

のは参照するという形で、効率化を進めました。 

 ５ページ目を御覧ください。ここからは１２ＧＨｚ帯に着目した干渉の検討です。ま

ず、ａですけども、本システムの宇宙局から電波天文への干渉です。欧州の検討結果で、

右上の表に示すビームごとの最大不要発射を、ＥＩＲＰで評価しますが、これ以下と制

限すれば共用可能という結論となっています。我が国の電波天文について個別の検討も

行いましたが、一定の条件の下、保護が可能との結論になりました。次に、ｂ、ｃです

けれども、電気通信業務の地上の固定局、移動局などから、今回の非静止衛星システム

の地球局への干渉につき、説明します。 
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 検討の結果として、欧州と同様に、固定局の干渉から保護があった場合も、保護を要

求しないという立場で運用することが適当と考えています。これは、一対一の干渉シナ

リオで所要離隔距離を算出しますと、結構長い距離、３１～７０ｋｍの離隔が必要など

の結果となったこと、また、電気通信業務の固定局が数多く存在しており、移動局につ

いては運用場所も特定できないということから、この離隔距離を確保しつつ地球局を運

用することは困難であることを考慮したためです。保護を求めないということですけれ

ども、実際の運用に際しては、地球局の設置場所の工夫、サイトエンジニアリングと言

いますけども、これにより、通信サービスへの干渉を低減可能であることに加え、本シ

ステムでは、先ほど述べましたように、１６のビームごとに異なる周波数で運用します

ので、違う周波数のビームを時間的に使うような形によって、干渉を許容できる形まで

下げることができるということで、運用可能と結論しました。 

 ６ページ目。これは１４ＧＨｚ帯の議論です。ｄに相当します。先ほどの逆方向で、

地球局から電気通信業務の固定局、移動局への干渉についての説明です。地上で使用す

る地球局について所要の離隔距離を算出しましたところ、１６～２５ｋｍとなりました。

実際の運用では、地球局は電気通信業務の固定局と同一周波数の送信を行わないなどの

事業者間の運用の調整を行うことで、共用は可能との結論になっています。ｄの中のも

う一つのユースケースとして、航空機や船舶で使用する地球局についての議論もありま

した。これらについては、欧州で既に検討を行っており、電気通信業務の固定局の保護

のために、右下の表にあります、Power Flux-Density、ＰＦＤのマスクを定めています

が、この検討は、我が国における利用状況よりも緯度の関係で厳しい条件で行われてい

ます。この検討結果に含まれるということで、これを参照する形で共用可能と結論づけ

ました。 

 ７ページ、資料のｅの場合が述べてあります。電気通信業務の固定局・移動局から本

システムの宇宙局への干渉については、雑音温度の増加率評価により検討を行いました。

一つのビームに含まれる、いわゆる放射源の数を想定しまして、無線通信規則に規定さ

れた干渉評価基準、雑音温度の上昇が６％以下であるということを確認していますので、

共用可能であるという結論を出しています。下の表は、これらの検討結果をまとめまし

て、サービスリンク、いわゆるＫｕ帯における全ての既存システムに対して共用可能と

の結論が得られました。 

 ８ページ目を御覧ください。ここからは人工衛星と、日本に２局あるフィーダリンク
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地球局の間の通信である、フィーダリンクの共用検討結果です。フィーダリングでは、

１７.８～１９.８ＧＨｚが宇宙から地球方向、逆に地球から宇宙への方向が２７.５～

３０ＧＨｚの２.１ＧＨｚの幅を使います。我が国における当該周波数帯の周波数の使

用状況は、中段に示す図のとおりとなっておりますが、検討が必要なものは右の表に示

す、大文字のＡ、Ｂ、Ｃの３つのパターンとなっています。以降で具体的な検討結果を

説明しますが、まずAとして無線アクセスシステムと電気通信業務の固定局から、国内の

２か所に設置されるフィーダリンク地球局への干渉についてです。設置場所周辺の干渉

状況に応じて個別の対応により干渉を回避できるということで、共用可能との結論とし

ました。 

 ９ページを御覧ください。次は、今後増えてきます５Ｇのシステムと、フィーダリン

クの地球局、宇宙局との与干渉、被干渉について検討しています。フィーダリンクの地

球局から、高速低遅延という多数の５Ｇシステムがありますが、これらへの与干渉Bにつ

いては、６ｋｍ程度の離隔距離を考慮した上で、これより近傍にある５Gシステムへ干渉

が大きくなる地点にはフィーダリンク地球局を設置しないなどの必要な対策を取れば、

共用可能との結論となっています。次に、５Ｇシステムからフィーダリンク宇宙局への

被干渉Cについては、クラッタ損失等を考えますと、十分な数の５Ｇ基地局を設置できる

との結論を得ました。下の表は以上の検討結果をまとめました。これで、Ｋａ帯につい

ても、全ての既存システムに対して共用可能との結論が得られています。 

 資料の１０ページ目を御覧ください。以降は、共用検討結果を踏まえて策定した地球

局の技術的条件となっています。地球局というのは、普通のユーザーが使う地球局のこ

とです。まず、一般的条件として、全般的にフィーダリンク地球局からの制御によって

端末が動作する、そういうシステムを規定しています。また、通信方式、多元接続方式

及び変調方式につきましては、柔軟なシステム設計運用が行われるべきという観点で特

定の方式を限定していません。 

 資料の１１ページ目には、これらは多数となるであろうユーザー地球局の送信装置の

条件を定めています。占有周波数帯幅の許容値については、様々な用途における柔軟性

を確保するため、一律の値は規定していません。また、不要発射の強度の許容値は、欧

州や米国で既に規格化されているものにならっています。 

 資料の１２ページを御覧ください。こちらは空中線の条件と受信装置の条件をまとめ

ています。軸外、つまり狙った方向以外に放射する電力については、ＩＴＵにおいて、
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その制限値に適合することが確認された、ＥＩＲＰマスクの値とすることを適当としま

した。 

 １３ページ目、これは測定法に関するものです。この中で、本システムのユーザー地

球局では、機械追尾等のパラボラアンテナだけでなくて、アクティブフェーズドアレイ

など、電気的に追尾するアンテナも採用される見込みですので、必ずしも空中線端子を

有していません。したがって、放射した空中で測定する手法を取り入れています。 

 １４ページを御覧ください。周波数共用条件をまとめています。これまでの検討の結

果得られたもののほか、静止衛星や非静止衛星の保護についても、無線通信規則に従っ

て適切に行うように規定しています。 

 以上で、本件に関する衛星通信システム委員会報告の概要の説明を終わります。以上

です。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。 

 今回、Ｋｕ帯非静止衛星通信システムで使われます、Ｋｕバンド、Ｋａバンド等、他

の無線システムとの共用が可能かということで検討いただきまして、４ページ以降の内

容を答申していただくということでございます。 

 それでは、御意見、御質問をお願いしたいんですが、それでは、まず、三瓶委員、お

願いいたします。 

○三瓶委員  三瓶です。９枚目のスライドで、周波数共用のまとめというところにも記

載されているんですけども、Ｂの項目です。５Ｇシステム、２７.０～２９.５ＧＨｚと

書いてあるんですが、周波数共用については、事業者間調整等で共用が可能とあるんで

すが、これは、この帯域の中のセルラーオペレーターに対してはそれでいいんですけど

も、この帯域にはローカル５Ｇが含まれていて、事業者ではないユーザーが、多分２８.

２ＧＨｚに事業者でないユーザーが存在して、そういうユーザーに対しては、技術上、

事業者間調整というのは無理な状況かと思うんですけども、この点についてはどうでし

ょうか。 

○安藤分科会長代理  安藤ですけど、その点は、私は分からないです。 

 事務局のほうで、事業者でない、いわゆるローカル５Ｇの端末との調整法について、

事務局、いかがでしょうか。 

○羽多野基幹・衛星移動通信課課長補佐  基幹・衛星移動通信課でございます。よろし

くお願いいたします。 
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 御質問の件でございますけど、御指摘のとおり、ローカル５Ｇシステムがこちらの帯

域で使用されていると承知しております。こちらの記載については事業者という書き方

をしていますが、こちらのフィーダリンクの地球局、国内２局程度でして、その周辺の

ローカル５Ｇの免許人を含めて御調整いただくと、このように考えている次第です。事

業者というところで誤解を生むかもしれませんが、そういったローカル５Ｇの使用につ

いても、同じような形で調整をしていただくと考えています。 

○三瓶委員  その場合に、ローカル５Ｇの事業者といってもオペレーターとは違うので、

必ずしも話がスムーズにできるのかというところが気になるんです。ローカル５Ｇの周

波数共用の場合に、一番問題になったのはローカル５Ｇのユーザー自体がプロではない

というところで、それがゆえに、ローカル５Ｇのスペクトル共用というのはかなり厳し

く制限しているというか、できるだけ隣接地に漏れないようにという規定もそこから来

ているわけで、その点が少し、表現をどうするのかということをもう少し検討されたほ

うがいいのかなと思うんですけど、いかがですか。 

○安藤分科会長代理  安藤です。事務局のほう、どうでしょうか。フィーダリンク地球

局というのが２局だけだということで、割と軽く考えておりましたけれども、５Ｇのシ

ステムを新たに打つというようなものに対しては、どういう形で調整するかということ

については検討がどんどん進んでいると思います。ローカル５Ｇというものが、特に新

しく設置するのが一番重要ですが、これからどんどん増えていくとすれば、そのときに

どういうサイトエンジニアリングをしなくちゃいけないかなどという指導は、当然、総

務省のほうでされるのだと私は思っていますけど、事務局のほうは、そこら辺はどうで

しょうか。 

○羽多野基幹・衛星移動通信課課長補佐  事務局でございます。 

 おっしゃるとおりでございまして、基本的に個別の免許人間の調整になりますが、必

要に応じて総務省のほうでも関与させていただくということになろうかと考えており

ます。 

○三瓶委員  要は、ローカル５Ｇというのはプライベート空間という限定がありますの

で、プライベートじゃないところには当然漏えいしてはいけないということで厳しく規

定されているわけですけども、フィーダリンクの地球局自体、かなり人があまりいない

ところに設置されるということは確かにそうだと思うんですが、その近辺にプライベー

トな土地があると、そこではローカル５Ｇは使っていいというのが大前提になりますの
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で、要はフィーダリンクの設置において、プライベートな土地からは十分離れていると

いう前提が、離隔距離を考えると、そういう前提があるところに地球局を設置しないと

いけないということが答えになると思うんですけども、ただ、そういう観点で地球局が

設置されるのかというところが懸念事項になってくるんだろうと思うんです。 

 フィーダリンクの地球局が設置されてしまうと、そこには隣接にどういう土地があっ

ても、今度は両者で検討してくださいということになってしまって、仮にそこにプライ

ベートな土地があって、ローカル５Ｇを設置したいといったときに、ローカル５Ｇが設

置できないということがあると、今度はプライベートな土地での運用という意味では、

権利の侵害になるんじゃないかと。要はプライベートな土地では自由にローカル５Ｇを

運用できないといけないはずなので、そういう矛盾は起きないんでしょうかということ

が懸念されるんですが、どう思われますでしょうか。 

 というのは、多分開放地であっても私有地というのは存在する可能性はあるんじゃな

いかと。要は住宅地でなくても、私有地という中で、２８ＧＨｚも一応屋外も使えて、

ただし、私有地の中という前提だと思うんですけど、そういうことが起きないんでしょ

うかということです。 

○安藤分科会長代理  安藤ですけど、そこは少し詰める必要があるかもしれません。た

だ、ある意味で言えば、ローカル５Ｇも免許を申請して出すときに、そういう意味では、

どっちが先ということだけの判断ではなくて、普通はこういう工夫をして使うようにと

いう形のエンジニアリングも含めて共用可能性を確認して、免許というのは出るのだと

思います。そのときに総務省としては、結構高い周波数ですから、割とエンジニアリン

グが効くであろうということも勘案し、そこの指導も含めて、調整の可能性の判断をす

るんじゃないかと思います。 

 事務局のほうはどうでしょうか。 

○羽多野基幹・衛星移動通信課課長補佐  安藤先生、ありがとうございます。三瓶先生、

御質問ありがとうございます。 

 こちらはポンチ絵のほうにも書かせていただいているとおり、フィーダリンク地球局

の近傍６ｋｍ程度の範囲においては、ローカル５Ｇの基地局側には一定程度の干渉があ

るのではないか、という結果になっています。この範囲で、確実にローカル５Ｇが運用

できるかという点については、このような結果ですので難しかろうと思います。ここは

同じ周波数を共用するところですので、先願主義という観点から、先に免許されたもの
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については、その後のものから必要な形で保護されると、基本的にこういう運用になろ

うかと思います。ですので、フィーダリンク地球局の周り全てが、例えば誰かの私有地

であったとしても、使えない可能性というのはなきにしもあらずということかと認識し

ています。 

○三瓶委員  その場合、もともとフィーダリンク、地球局がそこに設置されるというこ

とが分かっていた場合に、それは相談の余地があるのは分かるんですけども、仮にそう

いう地球局の設置が全く予期されていなくて、既にローカル５Ｇが運用されていた場合

には、フィーダリンク地球局については、そちらには与干渉がないように措置するとい

うのは地球局側に課せられると、それが本来だと思うんですけど、そういう理解でよろ

しいんですか。 

○羽多野基幹・衛星移動通信課課長補佐  ありがとうございます。こちら、実は周波数

割当計画で、周波数帯によって少し色分けがあるのですが、下のほうの周波数について

は、両方とも同じ優先順位の割当てということになっていますので御指摘のとおりにな

ろうかと思います。 

○三瓶委員  分かりました。 

○尾家分科会長  よろしいでしょうか、三瓶委員。ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、平野委員、お願いします。 

○平野委員  今の三瓶委員の非常にプロフェッショナルな質問の後に素人質問で恐縮な

んですけれども、今回の詳細な検討というのはシミュレーションに基づいた検討なんで

すか。それとも、ある程度、実験もされているものなんでしょうか。つまり予測精度と

いうのは、どのぐらいのものと理解したらよろしいんでしょうか。 

○安藤分科会長代理  まず、安藤のほうから答えます。基本的には、シミュレーション

でできる周波数であり、衛星通信の検討を行ったということだと思います。ただし、既

にコンステレーションに対しての検討というのは、いろいろな場所で行われているもの

がありますので、効率を考えこれらも参照し、それを基にして必要なところのみを全て

シミュレーションをかけたという形だと思います。コンステレーションで受信した実験

を行った部分があれば、事務局からコメントをお願いします。基本的には、例えば低い

仰角での伝播損失が幾らであるから、このぐらいの離隔距離が必要であろうという評価

はシミュレーションでほとんど進めています。ただ、そのシミュレーションというのも、

かなり最悪なケースを想定した形で行いますので、これまでの実績がない、信頼が低い
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わけではないと、そういう理解でおります。 

 事務局のほうは、そこはいかがでしょうか。 

○羽多野基幹・衛星移動通信課課長補佐  ありがとうございます。御指摘のとおりで、

全てシミュレーションの形で、それぞれ既存の検討結果なども踏まえながら検討させて

いただいたというものになっています。 

○平野委員  分かりました。そうすると、かなりシミュレーションとはいえ、いろいろ

な膨大な知見の下、かなり精度の高い予測をされていると理解いたしました。ありがと

うございました。 

○安藤分科会長代理  具体的に高い周波数になりますと、ちょっと衝立を立てるだけで

も伝播条件というのは、すごくよくなったり悪くなったりしますので、そういうのは具

体的な個別のものまではシミュレーションは入らないものですから、どうしても報告書

には、あるサイトエンジニアリングができると仮定すれば共用できるだろうという言葉

が散見します。そういうやり方で、実際には共用や運用ができている周波数であるし、

通信であるということだと思います。 

 以上です。 

○平野委員  ありがとうございました。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。そのほか何か御質問ございますでしょうか。 

 それでは、安藤委員、先ほどの三瓶委員からの御質問に対して、今回の答申案の修正

は不要だと理解してよろしいでしょうか。 

○安藤分科会長代理  でも、三瓶先生から御指摘があったように、９ページの「事業者

間調整等に」という言葉は、少し粗いでしょうか。ローカル５Ｇも少し意識して、ここ

は言葉をそれも示すような形にしたほうがよろしいでしょうか。「等」ということで、一

応５Ｇシステムは全てという形にはしたつもりだと思います。ただ、この言葉が、三瓶

先生はどうお考えですか。少しこれだと……。 

○三瓶委員  すいません。事業者間、要は、１つは、ローカル５Ｇは事業者ではないと、

オペレーターとしては、というのがあります。事業者間調整等で、「等」というのがつい

ていると確かに含む可能性があるんですが、ただ、事業者と同等にという意味ではない

ので、もう少し工夫されたほうがいいのかなと。要は、ローカル５Ｇというのはオペレ

ーションとしては素人に近くて、事業者間調整はできない立場というのを今までは取っ

ていたと。議論の中で、できないことも想定してということで、かなり厳しめにいろい
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ろ議論していたという経緯もありますので、事業者調整間、あるいはもう少しサイトス

ペシフィックな要素を、もっと言えば、先願主義に従ってということが正しいんだろう

と思うんですけども、そこまで書くとあまり細か過ぎるということであったときに、も

う少し工夫できないんでしょうかと。 

○安藤分科会長代理  三瓶先生が最初おっしゃったように、いわゆるプロの事業者だけ

じゃなくて、これから大事に育てていくローカル５Ｇというものを認識したような言葉

にしたほうが分かりやすいということですね。いわゆる調整を行うのは、誰と誰がどの

ように調整するんだということが分かったほうがいいということだと思うので、ここは、

それでは新しく免許を申請したときに、そういう意味のユーザーですけども、そういう

システム設置者も含めるような言葉に少し変えたらどうでしょうか。事務局はいかがで

しょうか。 

○三瓶委員  すいません、補足ですけど、三瓶ですけど、結局ローカル５Ｇというのは

人がいるところで使うだけじゃなくて、センシングとかそういうものにも使って、地球

局が行えるようなエリアのセンシングというのを、もしプライベートなエリアとして必

要であれば、やる可能性もあるんですよね。そうすると、今までのように人がいないか

ら大丈夫だということで必ずしもなくなってしまうので、注意をしたほうがいいのかと

思います。 

 以上です。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。羽多野補佐、いかがですか。何かございませ

んか。 

○羽多野基幹・衛星移動通信課課長補佐  修正を検討させていいただくという形でよろ

しいでしょうか。 

○尾家分科会長  分かりました。それでは、そのほか何かございますでしょうか。 

 では、ほかに意見がないようでしたら、ただいま三瓶委員から御意見いただきました

ので、その意見を踏まえまして、一部修正を行った上で、資料１５８－２－３の答申書

案のとおり、一部、答申することにしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 なお、定足数は満たしております。もし御異議ある場合はチャット機能でお願いいた

します。 

（異議の申出なし） 

○尾家分科会長  ありがとうございます。それでは、答申案の修正につきましては、分
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科会長に御一任いただいた上で、資料１５８－２－３の答申書のとおり、答申すること

といたします。どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の対応について御

説明を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 

○二宮総合通信基盤局長  総合通信基盤局、二宮でございます。 

 本日は一部修正を加えた上で、一部答申ということでおまとめいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 非制止衛星を利用する移動衛星通信システムの技術的条件のうち、高度１,２００キ

ロの極軌道を利用する衛星コンステレーションによる、Ｋｕ帯非静止衛星通信システム

の技術的条件につきましては、多数の衛星から構成されます、衛星コンステレーション

を構築することで、高信頼、高速大容量通信のサービスを提供するシステムに係ります

技術的条件を取りまとめていただきました。 

 本システムは、広くブロードバンド通信を提供するものであり、災害時のバックアッ

プ回線などのＢＣＰ用途や航空機、船舶へのブロードバンド衛星通信サービスの提供な

どが期待をされております。総務省といたしましては、本日の一部答申を受けまして、

無線設備規則などの関係規定の整備に速やかに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。尾家分科会長、衛星通信システムの委員会主査も務めていただいております、安藤

分科会会長代理を初め、委員の皆様に重ねて御礼を申し上げるとともに、引き続き、御

指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。 

○尾家分科会長  ありがとうございました。 

 

報告案件 

②国際電気通信連合電気通信標準化局長への立候補について 

 

○尾家分科会長  それでは、続きまして、報告案件に移りたいと思います。 

 まず、諮問２００９号、「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち

「９２０ＭＨｚ帯小電力無線システムの広域帯化に係る技術的条件」の検討開始につき

まして、陸上無線通信委員会主査の安藤委員から御説明をお願いします。よろしくお願

いします。お返事がないようです。それでは、順番を逆にして進めましょうか。よろし

いですか。 
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 では、可能でしたら、順序を変えまして、次の報告事項の国際電気通信連合電気通信

標準化局長への立候補につきまして、山口通信規格課長から御説明をお願いできますで

しょうか。 

○山口通信規格課長  通信規格課長の山口でございます。 

 では、資料１５８－４に基づきまして、国際電気通信連合電気通信標準化局長への立

候補について、御説明申し上げます。 

 まず、来年、２０２２年９月２６日から１０月１４日にかけまして、ルーマニアのブ

カレストにおきまして、国際電気通信連合全権委員会議が開催されます。全権委員会議

の概要につきましては、２ページ目の資料に付けさせております。全権委員会議は４年

に一度開催されます、ＩＴＵの最高意思決定機関でございまして、憲章や条約の改正を

はじめ、ＩＴの戦略、財政組織等が審議されるほか、理事国の選挙並びに事務総局長、

次長、電気通信標準化局長等の３局長の選挙が行われることになっております。 

 我が国政府は、このたび、事務総局長等、５つの選挙職のうち、電気通信標準化局長

におきまして、日本電信電話株式会社のＣＳＳＯ（チーフスタンダードストラテジーオ

フィサー）の尾上誠蔵氏を候補者とすることに決定いたしました。この、ＣＳＳＯは特

に日本語はないということでございます。既に９月１日に総務省より報道発表させてい

ただいている事実でございます。 

 ３ページ目の資料にございますように、ＩＴＵ、全権委員会議の下に理事会がござい

ます。その下に、無線通信部門のＩＴＵ－Ｒ、電気通信標準化部門のＩＴＵ－Ｔ、電気

通信開発部門のＩＴＵ－Ｄという３つの局がございまして、ＩＴＵはもともとＣＣＩＲ

（国際無線通信諮問委員会）、ＣＣＩＴＴ（国際電信電話諮問委員会）等が合併した組織

という経緯もございまして、事務総局長と事務局次長に加えまして、無線通信部門、電

気通信標準化部門、電気通信開発部門の局長職も選挙をするということになっておりま

す。これに加えまして、無線通信規則委員会、ＲＲＢと言われている部分、３ページ目

の資料でいきますと、オレンジ色に染められている部分でございます。この職も選挙で

決定する。さらに理事会の４８か国の理事国も選挙で決定するということになっており

ます。 

 この中で、特に今回、尾上氏を擁立したというところ、電気通信標準化局という真ん

中の薄いブルーの部門でございまして、現在、韓国のリー局長が務めているところでご

ざいます。また、併せまして、日本は理事国、４８の理事国にも再度、立候補するとい
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うことを方針で決定しております。このように、尾上誠蔵氏は、移動通信システムの業

界団体の中でも、標準化から技術開発の両面で指導的な役割を果たしてまいりました。 

 尾上氏の略歴につきましては、一番最後のページ、４ページ目に付けさせていただい

てございます。特にここにございますように、ＧＳＭＡとか、明記はされていませんけ

ど、３ＧＰＰといった、いわゆる携帯電話システム、３Ｇ、４Ｇ、いわゆるロングター

ムエボリューションと言われている４Ｇシステム、この辺りの標準を率先してまとめ上

げたということで、ＬＴＥの父とまで言われている方でございます。このとおり、無線

通信システムのネットワークやユーザーの機器やアプリケーションに至るまで、あらゆ

る分野にわたりまして、関係事業者等と調整を行うなど活躍してまいりました。そして、

この功績は関係国から高く評価されております。 

 このたびのＩＴＵの幹部職選挙で決定される次期の電気通信標準化局長は、２０３０

年頃に経済社会基盤として期待されています、次世代の通信ネットワーク、いわゆるＢ

ｅｙｏｎｄ５Ｇとか言われていますが、これらの標準化を担うものと想定されます。情

報通信分野における我が国の国際競争力の確保を図るとともに、高度な情報通信システ

ム実現による豊かな国民生活を享受する上で、我が国の標準化活動の一層の強化に取り

組むことが重要でございまして、ＩＴＵの標準化部門のトップに人材を置くことが大変

意義があると考えられております。 

 このような経緯がございまして、我が国は尾上誠蔵氏のＩＴＵの電気通信標準化局長

への立候補につきまして、ＩＴＵの加盟国の支持獲得に努めていく所存でございます。 

 御報告いたします。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。我が国の情報通信分野の国際競争力の確保、

また、国際標準化への貢献等のために今回、標準化局長へ立候補なさるということでご

ざいます。 

 何か御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうござい

ます。 

 

①「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「９２０ＭＨｚ

帯小電力無線システムの広域帯化に係る技術的条件」の検討開始について 

【平成２７年９月３０日付け諮問第２００９号】 
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○尾家分科会長  それでは、順序が逆になりましたが、報告事項の最初の「小電力の無

線システムの高度化に必要な技術条件」のうちの「９２０ＭＨｚ帯小電力無線システム

広帯域化に係る技術的条件」の検討開始に関しまして、御報告お願いできますでしょう

か。 

○安藤分科会長代理  すいません、映像がうまく入らないので、音声のみで進めます。 

 ９２０ＭＨｚ帯の小電力無線システムの広帯域化ということで、この技術的条件の検

討開始について御報告します。資料の１５８－３－１の１ページ目に、検討の背景など

の概要をまとめています。検討の背景ですが、９２０ＭＨｚ帯の小電力無線システムの

うち、アクティブ系のシステムは、現在スマートメーターやセンサーネットワークなど、

比較的小容量のデータ通信を中心に、様々なアプリケーションで利用されています。一

方で、近年は低伝送レートの狭帯域通信システムだけでなく、セキュリティーカメラ等

の映像の伝送やロボットなどの高機能端末のファームウエアの更新といった新たな利

用ニーズに対応できるような、もう少し帯域の広い高速の通信を行う無線システムの需

要が高まっています。国際標準規格としてもＩＥＥＥ８０２.１１ａｈが策定されるな

ど、国際的にも同じような傾向が進んでいます。 

 このような状況を踏まえて、今回の検討は９２０ＭＨｚ帯の小電力無線システムの広

帯域化について、既存システムとの周波数共用を図りつつ、現行の１ＭＨｚからの通信

帯域幅の拡大等に必要な技術的条件の検討を行うものです。４ＭＨｚ程度まで広げたい

ということです。右下の図は広帯域化のイメージ図です。今回の検討で一定の通信距離、

カバーエリアを確保しつつ、一般的なＬＰＷＡ、ローパワーワイドエリアという通信方

式よりも通信速度の速い無線システムの使用が可能となるように改定したいというも

のです。 

 資料の２ページ目を御覧ください。広帯域化の検討の対象周波数とユースケースです。

上段の帯表が９２０ＭＨｚ帯の各システムへの周波数割当てを示したものです。今回の

検討の対象となる周波数帯は緑の部分ですけれども、９２０.６から９２８ＭＨｚまで

の出力の上限が２０ミリワットである、アクティブ系の特定小電力無線システム、これ

は免許不要のものですけれども、これに割り当てられた部分の改定です。 

 下段はユースケースを示しています。左下の青い枠内は、現行の主なアクティブ系特

定小電力システムの既存のユースケースを表しています。現行のアクティブ系システム

は、例えばＬＰＷＡやスマートメーターに代表されますけども、位置、温度、水位、メ
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ーターの表示、それから、機器の異常信号などの非常に小さなデータを送る。しかも、

時々送るというような通信サービスで使われています。多くの場合は低速通信……（音

声途絶） 

○尾家分科会長  安藤分科会長代理の音声が途切れたようです。事務局でご確認いただ

いてよろしいでしょうか。 

○成田総合通信管理室長  申し訳ございません、事務局の成田でございます。安藤先生

の回線状況が不安定でございますので、本検討案件を担当している事務局側で説明させ

ていただいてもよろしいでしょうか。 

○尾家分科会長  お願いいたします。 

○成田総合通信管理室長  それでは、陸上無線通信委員会事務局から説明をお願いいた

します。 

○翁長移動通信課長  移動通信課の翁長でございます。 

○尾家分科会長  よろしくお願いします。 

○翁長移動通信課長  それでは、事務局のほうから御説明をさせていただきます。 

 資料の途中からになりますけれども、先ほど安藤先生から御説明がありましたように、

下段のほうにユースケースがあります。赤枠で下のほうに囲ってございますように、新

たな広帯域の周波数利用ということで、これまでは左下のところで数十ｋｂｐｓという

ことで、通信速度も低くてデータを少しずつ送るというような形でしたけれども、それ

を広げることによりまして、通信速度を数Ｍｂｐｓまで伸ばしたいと考えてございます。

通信距離につきましては、これまでどおり数十ｋｍというわけにはいきませんけれども、

それでも数百ｍから数ｋｍ以上の距離を想定しているところでございます。 

 このような現行ユースに加えて、今回、最大４ＭＨｚまで広げて、先ほど申し上げた

ような、右下の赤枠のようなことに対応できればと思っております。これまでアクティ

ブ系の特定小電力無線では対応できなかったようなアプリケーションなりシステムが

今後は出てくるのでは、と事務局としては考えております。 

 続きまして、３ページ目でございますけれども、３ページ目のほうにはＩＥＥＥ８０

２の委員会のほうに示されているａｈの各国の検討周波数帯を矢印で示した図になっ

てございます。１１ａｈの方は、各国の周波数の割当て状況に応じて、各国それぞれで

検討されているところでございます。国内では、最大送信帯域幅は１ＭＨｚのシステム

まで利用可能ですけれども、今回の検討により、繰り返しになりますが、広帯域のシス
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テムの導入が可能になるように進めて参りたいと思っております。 

 もう一つの資料を御覧いただければと思います。１５８－３－２の資料でございます。

検討の進め方等をまとめております。検討スケジュールにつきましては、２ページ目の

方に記載をしてございます。表の左側が技術分科会委員会、また、右側の方は作業班で

す。御報告が遅くなって申し訳ありませんけれども、６月２８日に第１３回の作業班を

開催いたしまして、調査検討事項や進め方の確認、また、新たなニーズや諸外国の状況

の把握を議事として開催しております。その後、周波数の共用条件や技術的条件の見直

しの検討を随時、進めているところでございます。本来であれば、７月の技術分科会に

検討開始の御報告をする予定にしておりましたけれども、７月が休会になってしまいま

したので、９月のこの分科会での御報告となりました。御報告が遅れてしまったことを、

お詫びを申し上げます。 

 その後、来月を予定しておりますが、作業班として、報告書の案を取りまとめ、１０

月の陸上無線通信委員会に、上げさせていただき、そこで御承認いただければ、意見募

集を実施させていただいて、年明けの１月から２月の委員会で最終報告書を取りまとめ、

年度内、早ければ２月、遅くとも３月には分科会で答申の御審議をいただくことができ

ればと事務局としては考えております。 

 また、作業班でございますけれども、これまでの運用方針とは変更はございません。

また、作業班の主任につきましては、引き続き、慶応義塾大学の三次先生に務めていた

だいているところでございます。 

 事務局からで十分ではないかもしれませんけれども、報告は以上でございます。 

○尾家分科会長  翁長課長、どうもありがとうございます。 

○安藤分科会長代理  安藤です。申し訳ありませんでした。どうもありがとうございま

した。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。それでは、ただいまの説明につきまして、御

意見、御質問などございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、今回、９２０ＭＨｚ帯の検討を行っていただくということで、新たな利用

が可能になりそうですので、検討の報告を楽しみに待ちたいと思います。それでは、あ

りがとうございます。 

 

閉  会 
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○尾家分科会長  では、予定しておりました審議事項、報告事項は以上ですが、全体を

通じまして、何か御質問、御確認ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 もしよろしければ、本日の議題はこれで終了いたします。事務局から何かございます

でしょうか。 

○成田総合通信管理室長  特段ございません。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の会議、終了させていただきます。次回の日程につきましては、事務

局から御連絡差し上げますので、皆様よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上で閉会といたします。本日、大変活発な御質疑ありがとうございまし

た。 

 

 


